
 

 

 

斑鳩町は奈良県北西部に位置し、昭和２２年２月、旧龍田町、旧法隆寺村、

旧富郷村の３つの町村が合併し斑鳩町となりました。 

平成５年１２月、世界文化遺産に登録された法隆寺をはじめとし、数多くの

古社寺や藤ノ木古墳などの歴史遺産が点在し、大都市圏への交通の便にもすぐ

れた地域として発展した町です。 

しかし、斑鳩町を含む奈良盆地では、生活用水には恵まれず、ほとんどを井戸

水に依存しており、その井戸水も水量が少ないうえ鉄分を含むため、町民の強

い要望により昭和３０年８月上水道事業の認可を取得し昭和３２年１２月に一

部の地域に通水したのが始まりです。 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

町内全域に良質の水を供給するために、斑鳩町には数多くの 

水道施設があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号取水井 

第８号取水井 

第７号取水井 第６号取水井

第１４号取水井

一の坪取水井

第５号取水井

宮の北取水井

三井浄水場（上下水道部）

第１３号取水井

第１２号取水井

法隆寺送水ポンプ場

第１０号取水井 

第１１号取水井

北部配水池 

第１浄水場 

第１５号取水井



斑鳩町ではそれらの施設を監視、制御するため集中監視制御システムを導入

し効率よく合理的に運転しています。また、このシステムにより取水井戸等の

ポンプの運転状態や配水池の水位をはじめ、浄水場の各種情報と取水井戸など

遠隔地の情報が中央管理室の監視装置に表示され、故障などに対していち早く

対応できる体制となっています。 

 

 

斑鳩町では地下水を水源とし、取水井より汲み上げた水を浄水場に送ってい

ます。まず、第１浄水場では、鉄バクテリアなどの生物を利用することにより

薬品（凝集剤）を使用しないで浄水処理しています。 

生物接触ろ過池では鉄バクテリア法を利用することにより鉄・マンガン・ア

ンモニア性窒素を除去でき、それ以外の有機物や色度、トリハロメタン生成能

などは活性炭ろ過池で処理し、浄水処理工程の最終段階で消毒剤として塩素を

注入して配水池（タンク）から各家庭に供給されます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

三井浄水場では浄水場へ送られた水は、着水井、ばっ気槽を通った後に凝集剤

や消毒剤を注入し、凝集池、沈澱池で細菌や濁りが除去され、急速ろ過池でろ

過し、配水池から各家庭に供給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三井浄水場は、昭和６０年に完成した浄水場で浄水能力は１日

３，２００ｍ３です。敷地内には上下水道部の事務所があります。

事務所２階にある中央管理室において、三井浄水場はもとより第

１浄水場などの各場外施設の監視制御をしています。 

第１浄水場は、平成１５年に完成した浄水場で生物接触ろ

過、活性炭ろ過の浄水処理方式を採用した高度浄水処理施設

です。浄水能力は、１日２，５００ｍ３です。 


